
小売業編  

8 

ス
テ
ッ
プ
１ 

4 ステップ１ 入荷先・出荷先の特定 
 

ステップ１では、入荷と販売/出荷の記録の作成・保存に取

り組みます。 

 
 

「入荷の記録」は、すべての小売事業者に取り組んでほし

い事項です。入荷した商品を別の事業者に出荷する場合には、「出荷の記録」も同様で

す。消費者に販売する場合の「販売の記録」は、できる範囲の取組みが望まれます。 

 
 

①入荷の記録 

【内容】 入荷に関する以下の基本 4 項目を記録し、保存する。 

 ①いつ、②どこから、③何を、④どれだけ 

【効果】 

 

・入荷先を確実に特定することができる。 

・入荷の記録を元に、消費者に商品回収を呼びかけることがで

きる。 

・問題の商品が自社に入荷していないか、すぐに調べることが

できる。 

  

②出荷の記録（事業者に出荷する場合） 

【内容】 出荷に関する以下の基本 4 項目を記録し、保存する。 

 ①いつ、②どこへ、③何を、④どれだけ 

【効果】 

 

・出荷先を確実に特定することができる。 

・問題の商品を含む全量回収になるが、出荷先に対して回収依

頼を確実に伝達でき、事故が起こったときに消費者の健康被

害の拡大を防止できる。 

  

③販売の記録（直接消費者に販売する場合） 

【内容】 販売に関する情報を記録し、保存する。 

【効果】 

 

・販売済みの製品がいくつあるのか把握することができ、事故

が起こったときに消費者に商品回収を呼びかけることがで

き、健康被害の拡大を防止できる。 

 

  

欧州連合やアメリカ合衆

国では、食品全般につい

て、「入荷の記録」と「出

荷の記録」の作成・保存が

事業者に義務付けられて

います。 



 小売業編 

9 

ス
テ
ッ
プ
１ 

図 ２ 小売業の工程における「ステップ１」の取組要素 

 

 
 

 

 

 
■「準備手順・作業手順（例）」の図の見方 

・左側の「準備手順」は、記録様式を作成するなど、作業手順を組み立てるために準備す

る手順と留意点を示しています。 

・具体的な対応例を示しているので、そのなかから選択することができます。 

・組み立てた作業手順にもとづいて、現場の作業者向けの作業手順書を作成してもよ

いでしょう。 

・右側の「作業手順（例）」は、日常の作業が行われるイメージを示しています。 

・あくまでも一例ですので、自社の取り組みやすさや、経営上・食品衛生上のリスク

などを考慮して、作業手順を組立てましょう。 

（詳しくは、各図の次のページからの「解説」を参照してください。） 

  

取組みの

ステップ

ステップ１

入荷先・出

荷先の特定

ステップ２

食品の識別

ステップ３

識別した食品の

対応づけ

入荷・検品

保管

ステップ１①

入荷の記録

販売/出荷
ステップ１②

出荷の記録

カット・小分け
・製造（調理）

品出し
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4.1 入荷の記録 
 

  

準備手順

※記録様式には、以下の基本４項目がすべて記載され
ていることが必要です

納品書 台帳

基本４項目： ①いつ （入荷日）
②どこから（入荷先）
③何を （品名）
④どれだけ（数量）

（記録様式の例）
「取組手法編」の様式

（記録媒体の例）
紙媒体 電子媒体

どのような記録様式と
するか決めましょう

どの媒体でどこに保存
するか決めましょう

（１）記録様式の決定

（２）記録の保存方法の決定

… 「取組手法編」 p 10
（様式①－１）参照
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準備手順・作業手順（例）の図の見方⇒p9 の囲み 
 

  

納品書を
入荷先から入手

入荷品と納品書・納品伝票の内
容が一致するか確認（照合）
（基本４項目について記載もれがな
いかもあわせて確認）

例 ： 納品書・納品伝票をファイルに綴じてロッカーに保存。

作業手順（例）

○
年

□
月

納
品

書

○
年

△
月

納
品

書

○
年

○
月

納
品

書

自社で記入する手間が
要らない例です○ 入荷の記録の作成

○ 入荷の記録の保存

例 ： 入荷先からの納品書・納品伝票を活用する。
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【「入荷の記録」の解説】 

「入荷の記録」には、①いつ（入荷日）、②どこから（入荷先）、③何を（品名）、④

どれだけ（数量）という基本４項目が、すべて記載されていることが必要です。 

  

準備手順の詳細は、以下のとおりです。 

 
（１）記録様式の決定 
 

入荷についての既存の伝票（入荷伝票、納品書、送り状）や台帳（仕入台帳など）

を集め、基本 4 項目が記載されているか確認します。 

 

（基本４項目がすべて記載されている場合） 

既存の伝票や台帳に、すでに基本４項目が記載されている場合は、それが「入荷の

記録」の記録様式になります。 

なお、「③何を（品名）」の項目については、他の商品と混同しないように記載する

ことが必要です（例えば、ラーメンにみそ味と醤油味がある場合は、単に「ラーメン」

ではなく、「みそラーメン」と具体的な品名を記載します。）。 

 

 

 

 

 
 

 

（基本４項目について、足りない項目がある場合）足りない項目を追加する 

足りない項目を記入する欄を設けるなど、伝票や台帳の様式を改めます。納品書の

ように、入荷先が伝票を作成している場合は、必要な項目を記載するよう、入荷先に

依頼しましょう。 

納品書

様
年 月 日

○○○○○

No.×××

品名 数量 単位 単価 金額

①いつ

③何を
②どこから④どれだけ

【複数の事業所がある場合は、「どこへ」も重要】 

複数の店舗や、配送センターやアウトパック工場（プロセスセンター）があ

る場合や自社の事業所が複数ある場合は、上記の基本４項目に加え、「どこへ

（入荷した事業所）」を加えた 5項目の情報を記録します。 

One Point! 
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（既存の伝票や台帳がない場合）記録様式を作成する 

既存の伝票や台帳がない場合は、自社で記録様式を作成

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（２）記録の保存方法の決定 

「入荷の記録」の保存方法を決めましょう。 

伝票や台帳をファイルに綴じてロッカーに保存したり、パ

ソコン上に電子データで保存したりするなどの方法があり

ます。いざというときに記録をすぐに確認できるよう、整理

して保存しましょう。 

記録媒体は、紙媒体、電子媒体のいずれでも構いません。 

 

 
■取組事例について 

本書には「取組事例」を掲載しています。 

左側に「基本」「課題対応」、と分類を示しました。 

・基本：基本的・代表的な取組みの事例 

基本 取組事例１：大量にある伝票の効率的な整理方法 

日々の伝票は引き出しなどに日付順に入れて一時保存します。その後は、月毎に

まとめてフォルダに入れ、フォルダを棚に格納し保存します。さらに、数か月分を

まとめて段ボール箱などに移して保存してもよいでしょう。 

 

 

 

 

 

 

「ファイルにつづる」といった整理が難しい場合でも、一定期間は捨てないこと、箱に

入れるなどして保存場所をまとめておくこと、そして保存場所を決めておくことが重要で

す。 

入荷先と現金取引をしていて伝

票が発生しない場合でも、記録

を残しましょう。 

 

記録様式の作成に当たっては、

「取組手法編」p10（様式集①－

1）を参照してください。様式を

紙に印刷してそのまま活用いた

だいても構いません。 

【入荷・検品時の照合】 

入荷先から受け取った入荷伝票、納品書、送り状を「入荷の記録」とする場合に

は、「入荷の記録」に記載された情報（特に品名や数量）と実際の品物とが一致し

ているか確認します（照合）。 

小売の日常業務の実態として、入荷・検品時に照合をせずに品出しをすること

もあります。しかし、入荷・検品時の照合は、基本的な業務の一つであるだけで

なく、トレーサビリティのために正しい記録を残すという観点からも、重要な作

業ですので、確実に実施しましょう。 

One Point! 

記録の保存期間の設定につ

いては、「7.1 記録の保存」

（p41～42）を参照してくだ

さい。 
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・課題対応：取り扱う品目や取引形態の事情や課題に応じて工夫して取組んでいる事例 
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4.2 出荷の記録（事業者に出荷する場合） 

 

  

準備手順

※記録様式には、以下の基本４項目がすべて記載され
ていることが必要です

納品書の控え

基本４項目： ①いつ （出荷日）
②どこへ （出荷先）
③何を （品名）
④どれだけ（数量）

（記録様式の例）

「取組手法編」の様式

（記録媒体の例）

紙媒体 電子媒体

どのような記録様式とするか
決めましょう

（１）記録様式の決定

（２） 記録の保存方法の決定 どの媒体でどこに保存
するか決めましょう

台帳

No.

○○食堂　様
○○商店

○年　○月　○日 TEL・FAX：****-****

合計金額　　￥
品名 数量 単価 金額

　イイダコ（瀬戸内海） 2.0 *** ***
　サンマ（宮城県） 2.0 *** ***
　イワシ（千葉県） 5.0 *** ***
　マメあじ（島根県、長崎県） 1.0 *** ***
　タコ足（モーリタニア） 0.8 *** ***
　イナダ（長崎県） 2.0 *** ***

消費税分

納　品　書　(控)

… 「取組手法編」 p 11
（様式①－２）参照
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準備手順・作業手順（例）の図の見方⇒p9 の囲み 

  

  

納品書（控えを含む）を作成

出荷品と納品書の内容が一致
するか確認（照合）

（基本４項目について記載もれが
ないかもあわせて確認）

作業手順（例）
既存の納品書（控）を
活用する例です

○ 出荷の記録の作成

○ 出荷の記録の保存

例 ： 納品書の控えを活用する。

例 ： 納品書（控）をファイルに綴じてロッカーに保存する。

○
年

□
月

納
品

書
(控

)

○
年

△
月

納
品

書
(控

)

○
年

○
月

納
品

書
(控

)

No.

○○食堂　様
○○商店

○年　○月　○日 TEL・FAX：****-****

合計金額　　￥
品名 数量 単価 金額

　イイダコ（瀬戸内海） 2.0 *** ***
　サンマ（宮城県） 2.0 *** ***
　イワシ（千葉県） 5.0 *** ***
　マメあじ（島根県、長崎県） 1.0 *** ***
　タコ足（モーリタニア） 0.8 *** ***
　イナダ（長崎県） 2.0 *** ***

消費税分

納　品　書　(控)

No.

○○食堂　様
○○商店

○年　○月　○日 TEL・FAX：****-****

合計金額　　￥
品名 数量 単価 金額

　イイダコ（瀬戸内海） 2.0 *** ***
　サンマ（宮城県） 2.0 *** ***
　イワシ（千葉県） 5.0 *** ***
　マメあじ（島根県） 1.0 *** ***
　タコ足（モーリタニア） 0.8 *** ***
　イナダ（長崎県） 2.0 *** ***

消費税分

納　品　書　(控)
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【「出荷の記録」（事業者に出荷する場合）の解説】 

事業者に出荷する場合は、出荷の記録にぜひ取り組みましょう。 

 

「出荷の記録」には、①いつ（出荷日） ②どこへ（出荷先） ③何を（品名） ④

どれだけ（数量）という基本４項目がすべて記載されていることが必要です。 

 

 準備手順の詳細は、以下のとおりです。 

 

（１）記録様式の決定 
 出荷についての既存の伝票（出荷伝票、納品書、送り状）の控えや台帳（販売台帳

など）を集め、基本 4 項目が記載されているか確認します。 

 

（基本４項目がすべての記載されている場合） 

既存の伝票や台帳に、すでに基本４項目が記載されている

場合は、それが「出荷の記録」の記録様式になります。 

 

なお、「③何を（品名）」の項目については、他の商

品と混同しないように記載する必要があります（例

えば単に「レタス」ではなく、「サニーレタス」とい

った具体的な品名を記載します）。 

 

（基本４項目について、足りない項目がある場合）足

りない項目を追加する 

 足りない項目を記入する欄を設けるなど、伝票の様

式を改めます。出荷先が記録を作成している場合は、

必要な情報を記載するよう、出荷先に依頼しましょ

う。 

 

（既存の伝票の控えや台帳がない場合）記録様式を作成する 

既存の伝票の控えや台帳がない場合は、記録様式を作成しま

す。 

 

 

 

 

 

 

  

出荷先と現金取引をしていて

伝票が発生しない場合でも記

録を残しましょう。 

【複数の事業所がある場合は、「どこから」も重要】 

 

自社の事業所が複数ある場合や、出荷に関わる物流業務を第三者に委託してい

る場合には、上記の基本４項目に加え、「どこから（出荷した事業所）」を加えた 5

項目の情報を記録します。 

No.

○○食堂　様
○○商店

○年　○月　○日 TEL・FAX：****-****

合計金額　　￥
品名 数量 単価 金額

　イイダコ（瀬戸内海） 2.0 *** ***
　サンマ（宮城県） 2.0 *** ***
　イワシ（千葉県） 5.0 *** ***
　マメあじ（島根県） 1.0 *** ***
　タコ足（モーリタニア） 0.8 *** ***
　イナダ（長崎県） 2.0 *** ***

消費税分

納　品　書　(控)

②どこへ 
①いつ 

③何を ④どれだけ 

記録様式の作成に当たっては、

「取組手法編」p11（様式①-2）

を参照してください。様式を紙

に印刷してそのまま活用いただ

いても構いません。 

One Point! 
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（２）記録の保存方法の決定 
 

「出荷の記録」の保存方法を決めましょう。伝票や台帳を

ファイルに綴じてロッカーに保存したり、パソコン上に電子

データで保存したりするなどの方法があります。いざという

ときに記録をすぐに確認できるよう、整理して保存しましょ

う。 

 

記録媒体は、紙媒体、電子媒体のいずれでも構いません。 

 

 

 

 

 

  

記録の保存期間の設定につ

いては、「7.1 記録の保存」

（p41～42）を参照してくだ

さい。 
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4.3 販売の記録（直接消費者に販売する場合） 
 

 

 

 

例 ： レシートの控えを保存

作業手順（例） 既存のレシートの控えを
活用する例です

○ 販売の記録の作成

レシートの控え
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【「販売の記録」（消費者に販売する場合）の解説】  

直接、消費者に販売する場合、「販売の記録」によって、販

売した食品に問題があることがわかったときに、その食品を

いつ、どれだけ販売したか把握できます。食品を取り扱う事

業者の責任として取り組むことをお勧めします。既存のレシ

ートでも保存するところから始めましょう。 

「販売の記録」には、①いつ（販売日）②何を（品名）③

どれだけ（数量）という３つの項目がすべて記載されている

ことが必要です。 

①、②の記録があれば、消費者に回収を呼びかけられます。

さらに、③の記録があれば、どの程度回収が必要なのかがわ

かります。 

 準備手順の詳細は、以下のとおりです。 

 

（１）記録様式の決定 
既存のレシートや領収書の控え、帳票等を集め、上記の３つの項目が記載されてい

るか確認します。 

 

（３つの項目がすべて記載されている場合） 

既存のレシートや領収書の控え、帳票等に、すでに３つの項目が記載されている場

合には、それが「販売の記録」の記録様式になります。 

 

（３つの項目について、足りない項目がある場合）足りない項目を追加する 

 足りない項目を記入する欄を設けるなど、レシート等の様式を改めます。 

 

（レシート等の控えや帳票等がない場合）記録様式を作成する 

レシートや領収書の控え、帳票等がない場合は、記録様式

を作成します。 

 

（２）記録の保存方法の決定 
「販売の記録」の保存方法を決めましょう。伝票や台帳を

ファイルに綴じてロッカーに保存したり、パソコン上に電子

データで保存したりするなどの方法があります。いざという

ときに記録をすぐに確認できるよう、整理して保存しましょ

う。 

記録媒体は、紙媒体、電子媒体のいずれでも構いません。 

 

 

小売業において、販売の記録

が必須でないのは、入荷品を

そのままその日のうちに販売

することが多く、入荷の記録

で販売状態が類推できるから

です。そうでない場合は、販売

記録が望まれます。 

 

消費者に販売する場合は、ど

こへ（相手先）販売したのかの

記録は、省略しても構いませ

ん。 

記録様式の作成に当たって

は、「取組手法編」p11（様式

①－2）を参照してくださ

い。様式を紙に印刷してそ

のまま活用いただいても構

いません。 

記録の保存期間の設定につ

いては、「7.1 記録の保存」

（p41～42）を参照してくだ

さい。 


